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※１ 更新等手続とは、教員免許更新制に基づく、更新、延期・延長、免除、回復のいずれかの手続をいいます。 

※２ 更新、延期・延長、免除、回復の手続を完了したときに、都道府県教育委員会から証明書が発行されます。更新等証明書を紛失した場合は、最初に取得した免

許状について「教育職員免許状授与証明書」を免許状発行都道府県から取得すると、更新期限を確認できます。 

※３ 教員等とは、更新義務がある方を指します。校長・副校長、園長・副園長、教頭、主幹（養護・栄養）教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、保育教諭、

助教諭、助保育教諭、養護助教諭、講師（常勤・非常勤講師）、教育委員会職員のうち免許管理者（教育委員会）が定める者、教育職員として任命された者で人

事交流等により他の機関に勤務する免許管理者が定める者が含まれます。

平成２１年３月３１日までに取得した教員免許状を所有していますか？ 

あなたは旧免許状所持者です。 

更新等手続（※１）をしたことがありますか？ 

更新等証明書（※２）に記載されている 

次回の更新期限（修了確認期限）は 

令和４年７月１日以降ですか？ 

あなたの免許状は 

期限なく有効です。 

今後、更新等の手続は 

不要です。 

更新期限（２ページ目参照）当日は 

教員等（※３）でしたか？ 

教員等になったことがなければ 

いいえに進んでください。 

あなたの免許状は全て失効し

ています。 

更新期限当日の勤務地が所在

する都道府県の教育委員会

（教員免許担当課）に連絡し、

免許状を返納してください。 

免許状を再度取得するには、

再授与申請をしてください。 

あなたの免許状は 

免許更新制下において 

休眠状態でした。 

令和４年７月１日以降は 

教職に就くことができま

す。 

手続は不要です。 

あなたは新免許状所持者です。 

所有する全ての 

・教員免許状、 

・更新等証明書（更新等手続（※１）をしたことがある場合） 

に記載されている「有効期間の満了の日」を見比べてください。 

最も遅い日付は令和４年７月１日以降ですか？ 

あなたの免許状は 

期限なく有効です。 

今後、更新等の手続は 

不要です。 

あなたの免許状は 

期限到来をもって 

全て失効しています。 

免許状を再度取得するには 

再授与申請をしてください。 
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【旧免許状所持者の最初の更新期限】 

 
＜表１＞旧免許状所持者の最初の修了確認期限（栄養教諭免許状を有しない場合） 

 

《表の見方》 

御自身の生年月日から、①～⑩の該当する欄の最初の更新期限（修了確認期限）を確認してください。 

例：昭和４７年１月８日生まれであれば⑦の欄に該当し、最初の修了確認期限は平成２９年３月３１日でした。 

※生年月日が昭和３０年４月１日以前の方は、免許更新制廃止前から、有効期限はありませんでした。 

 

＜表２＞栄養教諭免許状を有する旧免許状所持者の最初の修了確認期限（栄養教諭以外の職にある者も該当します。） 

 栄養教諭免許状の授与年月日 最初の有効期限（修了確認期限） 

① 平成１８年３月３１日以前 平成２８年３月３１日 

② 平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日まで 平成２９年３月３１日 

③ 平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日まで 平成３０年３月３１日 

④ 平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日まで 平成３１年３月３１日 

《表の見方》 

栄養教諭免許状を授与された日から、①～④の該当する欄の最初の修了確認期限を確認してください。 

例：平成２０年３月３１日に栄養教諭免許状を授与されたのであれば、③の欄に該当し、最初の修了確認期限は平

成３０年３月３１日でした。 

※旧免許所持者で、平成２１年４月１日以降に授与された栄養教諭免許状を有する場合は、＜表１＞を御覧ください。 

 生 年 月 日 最初の有効期限（修了確認期限） 

①  

昭和３０年４月２日～昭和３１年４月１日 

昭和４０年４月２日～昭和４１年４月１日 

昭和５０年４月２日～昭和５１年４月１日 

平成２３年３月３１日 

② 

昭和３１年４月２日～昭和３２年４月１日 

昭和４１年４月２日～昭和４２年４月１日 

昭和５１年４月２日～昭和５２年４月１日 

平成２４年３月３１日 

③ 

昭和３２年４月２日～昭和３３年４月１日 

昭和４２年４月２日～昭和４３年４月１日 

昭和５２年４月２日～昭和５３年４月１日 

平成２５年３月３１日 

④ 

昭和３３年４月２日～昭和３４年４月１日 

昭和４３年４月２日～昭和４４年４月１日 

昭和５３年４月２日～昭和５４年４月１日 

平成２６年３月３１日 

⑤ 

昭和３４年４月２日～昭和３５年４月１日 

昭和４４年４月２日～昭和４５年４月１日 

昭和５４年４月２日～昭和５５年４月１日 

平成２７年３月３１日 

⑥ 

昭和３５年４月２日～昭和３６年４月１日 

昭和４５年４月２日～昭和４６年４月１日 

昭和５５年４月２日～昭和５６年４月１日 

平成２８年３月３１日 

⑦ 

昭和３６年４月２日～昭和３７年４月１日 

昭和４６年４月２日～昭和４７年４月１日 

昭和５６年４月２日～昭和５７年４月１日 

平成２９年３月３１日 

⑧ 

昭和３７年４月２日～昭和３８年４月１日 

昭和４７年４月２日～昭和４８年４月１日 

昭和５７年４月２日～昭和５８年４月１日 

平成３０年３月３１日 

⑨ 

昭和３８年４月２日～昭和３９年４月１日 

昭和４８年４月２日～昭和４９年４月１日 

昭和５８年４月２日～昭和５９年４月１日 

平成３１年３月３１日 

⑩ 

昭和３９年４月２日～昭和４０年４月１日 

昭和４９年４月２日～昭和５０年４月１日 

昭和５９年４月２日～ 

令和２年３月３１日 


